
環境省　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況
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＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞ 各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

50 ○市内では、食品残差の受け入れを行ってはおらず、市外への搬出
を依頼している。市外に搬出する相談を年20件近く受けていることか
ら、当該事務手続きの負担軽減を図り、行政の効率化を図ることが必
要と考える。
○現在、当市は食品リサイクル施設を有していないため他自治体から
食品残渣を受け入れることはない。また食品残渣を市外搬出している
事業者については、当市の一般廃棄物収集運搬業許可を有してお
り、持ち込み先の許可も有しているため、提案事項についての相談は
特にない。しかし、数年後に当市内で食品バイオマス発電施設が完成
し、試験運転後可能であれば他自治体の食品残渣の受入れも予定し
ており、その際提案自治体と同様の課題を抱える可能性がある。
特例措置の拡充については、対象か否かの判断基準の設定をいか
に明確化できるかが課題であると考える。

【現状】
当市では、バイオマス産業都市構想に基づき、民間事
業者が設置したバイオガス発電施設に市内外の食品関
連事業者等から食品循環資源（食品残さ）を受入れ、処
理している。
一般廃棄物は排出された自治体内での処理が基本とさ
れているが、食品の再生利用に関しては広域的な処理
の必要性があることから、一般廃棄物収集運搬業の許
可の特例が設けられている。
当該バイオガス発電施設は食品リサイクル法に基づく
再生事業者登録がされているため、他の自治体の食品
関連事業者から排出された一般廃棄物（食品残さ）の受
入れの際に、一般廃棄物収集運搬許可（荷卸し）の許
可が不要となる特例が適用されている。
食品関連事業者には、食堂運営を委託された事業者を
含むものの、外部委託せず自社で食堂を運営している
中小企業や小規模な老人ホームについては対象外とな
ることから、収集運搬事業者に対し、２年に１回一般廃
棄物収集運搬業（荷卸し）に係る申請及び許認可手続
きが必要となっている。
【支障】
食品リサイクル法において、それらの事業所から出る食
品残さのリサイクルは義務付けされていないが、環境意
識の高まりや国が進める脱炭素社会の実現に寄与する
ため、リサイクルしたいというニーズが増えてきており、
当市における食品残さの受入れ相談も年間10件から15
件程度あり、それに伴う許認可事務の負担が増加して
いる。

食品リサイクル法第21条における廃棄物
処理法の特例制度では、食品リサイクル
法第２条第４項で規定する「食品関連事業
者」に対し、廃棄物処理法第７条の規定に
かかわらず、一般廃棄物収集運搬許可
（荷卸し）に関する許可を不要としている
が、現在対象外となっている、（外部業者
を入れない）自社運営の食堂や老人ホー
ムの食堂についても特例対象とすること。

食品リサイク
ル法における
廃棄物処理
法等の特例
措置の拡充
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特例制度対象外となっている中小企業や小規模な老人
ホームを特例対象とすることで、２年に１回必要となる一
般廃棄物収集運搬業（荷卸し）に係る申請及び許認可
を不要とすることができるため、当該事務手続きの負担
軽減を図り、行政の効率化を図ることができる。
また、それら事業所からの一般廃棄物の搬入が促進さ
れることにより、バイオマス資源の利用が促進され、脱
炭素社会の実現に寄与することができる。
（現在、39業者から年間約200トンの食品残さを受入れ
している。）

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第
７条、食品循環資源
の再生利用等の促
進に関する法律第21
条、食品循環資源の
再生利用等の促進
に関する法律第２条
第４項、食品循環資
源の再生利用等の
促進に関する法律施
行令第１条

2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すためには、
ありとあらゆる手段を用いた取組を進めることが重要だと考える。ま
た、「エネルギー基本計画（平成30年７月閣議決定）」では、「食品廃
棄物などのバイオマスの利用の導入を進める」とされており、現在検
討が進められている次期エネルギー基本計画（素案）においても再生
可能エネルギー導入量について、さらなる上積みが検討されていると
ころと承知している。
そのため、事業活動に伴い排出される事業系一般廃棄物のうち、福
利厚生の一環で行われていると考えられる自社運営の食堂や小規模
な老人ホームの食堂から排出される食品廃棄物であっても、「食品廃
棄物等の発生の抑制及び再生利用の取組を行う」のは社会的責務で
あり、積極的に再生利用を促すことが必要と考える。
ついては、廃棄物処理法第７条第１項に基づく市町村長の許可を受け
ないで、一般廃棄物の収集運搬を業として行うことができる特例の範
囲を拡大することにより、食品廃棄物の再生利用がさらに進むよう、
速やかにご検討をお願いしたい。あわせて、具体的な検討スケジュー
ルについて、ご教示いただきたい。

食品関連事業者は、その事業活動に伴い多量かつ継続的に食品廃
棄物を排出しており、食品廃棄物等の発生の抑制及び再生利用への
最大限の努力が求められる。このため、食品循環資源の再生利用等
の促進に関する法律において、食品関連事業者に対し、再生利用等
の実施目標の達成と取組に当たっての基準の遵守を求め、多量発生
事業者等に対しては、取組が不十分な場合は国が勧告や命令等を行
うといった規制措置を講じている。こういった規制措置とあわせて、こ
のような措置の対象となっている食品関連事業者の再生利用の実施
を確保できるよう運搬の許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する
法律の特例措置等が設けられている。
一方で、自社で運営している食堂や学校給食の施設は、福利厚生の
一環で行われており、事業性が乏しいため、食品関連事業者と同様
に食品廃棄物等の発生の抑制及び再生利用の取組を求めることは
適切ではなく、食品関連事業者に含むことは適当ではない。このた
め、これらの事業者が再生利用を実施する際に、運搬の許可に係る
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例措置等の対象とすること
は困難であるが、これらの事業者の食品廃棄の実態を把握しつつ、
食品関連事業者の対象範囲について、継続的に検討してまいりた
い。

盛岡市、川崎
市、鎌倉市、
西尾市、小牧
市、岡山県、
宇和島市、熊
本市

大府市農林水
産省、環
境省

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関す
る法律第９条に基づき、３年ごとに５年を１期とする分別
収集促進計画の策定が義務付けられている。　しかしな
がら、一般廃棄物の処理は市町村の自治事務であり、
都道府県が一般家庭から排出される容器包装廃棄物
の収集に関係する事務はない。
都道府県分別収集促進計画は市町村分別収集計画に
記載された数字の集計が大部分となっている。
従って、計画策定までは不要であり、市町村分別収集
計画のデータを取りまとめ、ホームページ上で公開する
ことにする等、事務の簡略化を図ることで、計画策定に
かかる都道府県の事務負担が軽減される。
また、再商品化義務量の算定、容器包装廃棄物の排出
抑制等に係る取り組み、広域的処理の促進、市町村間
の広域連携等の調整機能や分別収集の意義に関する
知識の普及等に関しては、「都道府県分別収集促進計
画」の策定とは無関係に実施可能と考えられることか
ら、都道府県が計画を作成しなくても目的は達成でき
る。

容器包装再商品化法第９条第２項第１から３号は市町村分別収集計
画と整合が求められる県の区域内の容器包装廃棄物等の排出見込
量等を計画に掲げる事項として定めている一方、同項第４号の分別収
集等の知識普及や市町村相互間の情報交換の促進（以下「知識普及
等」という。）は、地域の実情に応じて都道府県が検討して定める内容
であり、両者の性質は異なると考えられる。
このため、提案のとおり、排出見込量等（法第９条第２項第１～３号）
については、都道府県が集計・とりまとめを行い国に報告することによ
り、また、知識普及等（法第９条第２項第４号）については、都道府県
廃棄物処理計画に記載しその実施を担保することにより、国の政策目
的は実現できると考えられ、都道府県分別収集促進計画の策定の義
務付けという手法に限る必要はないと考える。
また、第４号の知識普及等については、新たに制定されたプラスチッ
クに係る資源循環の促進等に関する法律に係る市町村への技術的
援助も含めて、都道府県廃棄物処理計画に位置づけて、全体として
中長期的に市町村と連携して取り組むこととすることが適当と考える。
なお、その取扱いにおいては、都道府県廃棄物処理計画の計画期間
は各々任意に設定されていることを踏まえ、改定頻度を規定せず、都
道府県がそれぞれ設定している廃棄物処理計画の計画期間に合わ
せることが適当である。

容器包装再商品化法に基づく「都道府県分別収集促進計画」は、都
道府県内の市町村における容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別
収集量の拡大のために市町村相互間の取組や広域的な取組を計画
的に進めていただくものであり、現に、効率的な分別収集方法や収集
体制を確立するための広域化への支援、市町村ごとの取組の分析及
び働きかけを計画に盛り込む都道府県も存在する。
さらに、本年６月に成立したプラスチックに係る資源循環の促進等に
関する法律において、容器包装のみならず、プラスチック資源の分別
回収及び再商品化を促進するため、容器包装再商品化法ルートを活
用した再商品化を可能にするとともに、市町村が単独で又は共同して
実施する再商品化計画の認定制度を創設。今後、都道府県が「都道
府県分別収集促進計画」に基づき行う広域的調整や市町村への援助
は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律を踏まえたも
のになることが期待され、「都道府県分別収集促進計画」はその重要
性が増す。
なお、廃棄物処理法に基づく「都道府県廃棄物処理計画」の中に「都
道府県分別収集促進計画」を一体として位置づけるなど、計画策定事
務を簡略化していただくことは差し支えない。

○一般廃棄物の処理に関しては市町村の自治事務であり、分別収集
促進のために県が市町村に対してできるのは技術的助言に過ぎな
い。この助言等を含む市町村に対する一般廃棄物に係る県の関わり
等については、「都道府県廃棄物処理計画」で示すことが可能であ
る。実質的に、市町村の計画の数値を積算するだけであり、５年計画
でありながら３年ごとに作成することになっており負担が大きい。
○当市における一般廃棄物処理関係の計画は、都道府県が策定す
る廃棄物処理計画を上位計画として「一般廃棄物処理基本計画」及び
「一般廃棄物処理実施計画」を策定している。この計画により、当市の
一般廃棄物を計画的に処理できているため、都道府県分別収集促進
計画が無くても支障がないと考える。

茨城県、群馬
県、石川県、
下呂市、静岡
県、西尾市、
小牧市、岡山
県、山口県、
徳島県、大分
県、沖縄県

岐阜県環境省容器包装に係る分別
収集及び再商品化
の促進等に関する法
律第９条

「都道府県分別収集促進計画」策定の義務付けを廃止
することで、計画策定にかかる都道府県職員の業務量
が削減できる。

「都道府県分別収集促進計画」策定の義
務付けの廃止を求める。都道府県分別集
促進計画は各市町村が策定する分別収
集計画のデータを取りまとめている部分が
ほとんどであるため、計画の策定ではな
く、市町村分別収集計画のデータを都道
府県のホームページ上で公開することに
留める等、事務の簡略化を求める。

容器包装に
係る分別収
集及び再商
品化の促進
等に関する
法律に基づく
「都道府県分
別収集促進
計画」策定の
義務付けの
廃止
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98 都道府県及び事業者の事務負担を軽減できる。大気汚染防止法等でも、自主測定実施の義務づけはあ
るが、本法のみ結果の報告義務があり、事業者の負担
となっている。
都道府県にて集計及び公表することは形式的な事務に
留まり、関与する実益が無く、自主測定結果の取りまと
め、公表資料の作成等作業が職員の負担となってい
る。
自主測定結果の報告義務が、今後も国民に対する情報
提供として必要であれば、国が進めている事務手続き
電子化の一環で、PRTR法のように電子で直接国に報
告し、だれでも容易に確認できるシステムとして欲しい。

特定施設設置者によるダイオキシン類の
汚染状況の自主測定結果に係る都道府
県知事への報告の廃止

特定施設設
置者によるダ
イオキシン類
の汚染状況
の自主測定
結果に係る
都道府県知
事への報告
の廃止
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ダイオキシン類対策
特別措置法第28条
第１項～第４項

事業者による測定結果の都道府県等への報告及び都道府県等（都道
府県及びダイオキシン対策特別措置法施行令において定める市。以
下同じ。）による公表は、事業者による排出抑制の実施のインセンティ
ブを与えるとともに、施設周辺住民の安心を確保するためにも、継続
して実施する必要があると考えている。また、都道府県等は、事業者
からの測定結果の報告を基に、事業者による測定が実施されていな
い、測定結果が都道府県等へ報告されていない又は測定結果が排出
基準を超過しているといった事業者に対して指導を行っている。
令和元年度には、稼働している大気基準適用施設（6,680施設）のう
ち、未測定・未報告が503施設、排出基準超過が52施設あり、稼働し
ている水質基準適用事業場（522事業場）のうち、未測定・未報告が23
事業場、排出基準超過が１事業場あったところ。このような状況を踏ま
えると、引き続き、ダイオキシン対策に取り組む必要性は高く、当該報
告・公表を廃止すべきではないと考えている。また、事業者からの測
定結果の報告先については、事業者による測定の未実施、都道府県
等への未報告又は排出基準超過に対して適切な指導が実施できるよ
う、同法に基づく指導監督権限を有する都道府県等とすることが適切
と考えられる。
その上で、地方公共団体が行う事務の効率化・負担軽減は重要であ
ると考えており、「デジタル・ガバメント実行計画」（平成30年１月18日）
及び「環境省デジタル・ガバメント中長期計画」（平成30年６月18日）に
基づき、現在国において測定結果の報告に関する電子システム構築
について、令和６年度運用開始を目指し検討を進めているところ。これ
により、都道府県等の測定結果の受付、測定結果の公表及び立入検
査に係る負担軽減並びに事業者の測定結果の報告に係る負担軽減
が図れると考えている。

○都道府県及び事業者双方の事務負担を軽減のためには、報告・公
表規定自体をなくすことが望ましい。

青森県、宮城
県、山形市、
豊田市、寝屋
川市、大分
県、宮崎県

群馬県、
福島県、
茨城県

環境省 ダイオキシン類の排出量は平成９年と比較して99％減少し、全国的に
環境基準も十分達成している。法に基づき定められた削減計画（我が
国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減す
るための計画）において定められた目標量も十分達成している（H24.８
策定目標量176g-TEQ/年：令和元年度101g-TEQ/年）。
また、法施行後、適切な施設の維持管理の指導等が行われたことに
加え、特定施設数が減少し、施設周辺住民からの苦情もなく、環境基
準が達成されている状況であり、安心が十分確保されていると考えら
れる。
今後も、ダイオキシン類対策に取り組むことは必要と考えられるが、定
期的な立入検査により、未測定や基準超過の状況を把握することは
十分可能である。
そのため、都道府県等への自主測定結果の報告を求めていない他の
公害法令と同様、ダイオキシン類についても、都道府県等が自主測定
結果の報告受理・公表に関与しないとしても支障はないと考えられる。
なお、国において今後も、ダイオキシン類の自主測定結果の収集が必
要であれば、構築を検討されている電子システムでは、スマートフォン
等でも利用できるようなアクセシビリティが高いシステムとしていただく
とともに、報告項目数の絞り込みや共通様式の取り込み機能、施行状
況調査機能等を設けることで都道府県等及び事業者に対し可能な限
り簡便で分かりやすいシステムとしていただきたい。
また、電子システムにより、いつでもどこでもだれでも測定結果を容易
に閲覧することが可能となれば、遅くともそれ以降は、都道府県等に
よる測定結果の公表の義務付け事務に係る法律上の規定を存置する
必要性はないのではないか。



環境省　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

前段
検討中

検討中 都道府県分別収集促進計画（９条１項）の在
り方について検討を実施中。

都道府県における事務の実態
等を把握した上で、その在り方
について結論を得る。
具体的には、都道府県分別収
集促進計画の策定に係る事務
の実態に関する調査等を踏ま
え、関係省庁と協議しながら制
度的対応の要否を含め検討し
結論を得る。

後段
通知

令和４年３月31日 都道府県分別収集促進計画は廃棄物処理
計画と一体のものとして策定することが可能
であることを明確化し、その運用に当たって
の留意事項を含め、都道府県に通知した。

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律に基づく都道府県分別
収集促進計画の策定の留意事項について」
（令和４年３月31日付け環境省環境再生・資
源循環局総務課リサイクル推進室長事務連
絡）

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
なお、食品関連事業者の対象範囲の検討にあたっては、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律の趣旨を鑑み、生活環境や公衆衛生保全
のための規制の観点と、事務手続きの簡略化という特例の観点の双
方が十分配慮されるよう求める。

―

【全国知事会】
国において必要と考える政策目的の実現に関わる場合であっても、国
が定める計画等の策定という手法に限らず、地方公共団体自らの工
夫に基づく計画的な手法によることも可能であると考えられるため、具
体的な実行手法は地方に委ねるよう、法令や政策実施の方法などの
見直しを行うこと。

【徳島県】
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法
律については、現在、制度設計が進められていると
存じるが、容リ法との関連を明確にし、市町村等の
負担増加につながる業務量の増加がないように配
慮いただきたい。
３年ごとの計画作成が、容リ協への委託量把握の
ために必要であるならば、数値のみの報告等に簡
素化し、計画自体の策定は本来の５年ごととするな
ど、目的と手段について再度検討を行っていただ
き、事務負担の軽減について配慮いただきたい。

ダイオキシン類対策特別措置法第28条４項の公表義務については、
一律の義務から努力義務とすることについて検討したい。
ダイオキシン類の排出抑制対策について、近年環境基準は達成され
ているが、一部施設においては排出基準を超過している状況である。
また、現行においては、事業者による測定結果が公表されていること
から、ある程度住民の安心が確保されていると考えられるが、測定結
果の公表が実施されなくなった場合においても同様に地域住民の安
心が確保出来るかは不明確である。このような状況を踏まえ、当該公
表については、都道府県等が地域の実情に応じて実施することにつ
いて検討したい。
電子システムについては、次年度からシステムの構成を検討するため
の調査事業に着手する予定である。今後、様々な関係者の意見を踏
まえて利便性も考慮した設計としたいと考えている。
ダイオキシン類対策特別措置法第28条３項に規定される報告義務に
ついては、令和元年度における状況の調査においても多数の施設で
未報告（大気503施設、水質23施設）、基準超過（大気52施設、水質１
施設）といった法令違反が認められていることから、今後も的確な指
導が必要である。この指導に資するため、報告義務を削除することは
不適当である。また都道府県等において、未報告の施設や基準超過
の報告があった施設を対象に立入検査を実施するなど、効率的に立
入検査を実施するためにも、当該報告は必要と考えられる。
事業者からの測定結果の報告先は、行政指導等の指導監督権限を
有するところであるべきであり、測定結果の公表する主体は事業者か
ら報告を受けた主体が実施すべきと考える。
電子システムはあくまで手続きの手段であることから、法制的な観点
で事業者への指導監督権限を有する都道府県等が事業者から測定
結果の報告を受け取り、また報告を受けた都道府県等が報告内容に
ついて公表することとされている現行制度を維持すべきと考える。

○新たに電子システムによる報告が可能になるのであれば、法律上
の報告及び公表義務は不要ではないか。
○未報告・未測定の事業者を把握するために都道府県への報告を義
務付けているのであれば、都道府県が自ら電子システム上で監視す
れば十分ではないか。

令和６年度中に、ダイオキシン
類対策特別措置法に基づく手続
きが、デジタル庁が提供する申
請基盤を活用したシステムによ
り行えるよう、オンライン化を進
める。また、当該手続きの電子
システムによる実施開始まで
に、電子システム化に係る必要
な省令改正を実施する。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく手続
きの電子システム化について検討中。

令和６年度中（予定）電子システムの構築等＜令３＞
５【環境省】
（10）ダイオキシン類対策特別措置法（平11 法105）
（ⅱ）大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者がダイオ
キシン類による汚染の状況についての測定を行ったときの都道府県
知事等への結果報告義務（28 条３項）及び当該報告を受けた都道府
県知事等による結果公表義務（28 条４項）については、令和６年度に
運用開始を予定している電子システムの在り方を踏まえつつ、事務負
担を軽減する方向で検討し、令和４年中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

＜令４＞
５【環境省】
（12）ダイオキシン類対策特別措置法（平11法105）
（ⅱ）大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者がダイオ
キシン類による汚染の状況についての測定を行ったときの都道府県
知事等への結果報告義務（28条３項）及び当該報告を受けた都道府
県知事等による結果公表義務（同条４項）については、地方公共団体
の事務負担を軽減するため、令和５年度中に省令を改正し、地方公共
団体が利用するLGWANへの接続が令和６年度に予定されている政府
共通の電子申請システム(e-Gov電子申請)を利用した手続を可能とす
る。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

―

○計画策定等の義務付けに関しては、法定された条項数が、過去10
年間で約1.5倍に増加するなど、国会や全国知事会においても強い問
題意識が示されているところであり、本提案に関しては、まずは法令
上の対応を基本として見直しを検討いただきたい。
○「都道府県分別収集促進計画」の記載事項のうち、市町村のデータ
の積み上げ・把握については、計画を策定せずとも可能であり、都道
府県に計画策定を義務付けるのは過大な負担ではないか。
○容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関す
る知識の普及並びに市町相互間の分別収集に関する情報の交換の
促進に関する事項については、「都道府県廃棄物処理計画」等の他
の関連する計画に記載することで「都道府県分別収集促進計画」を策
定したものとみなすことができるよう法令上の対応を検討いただきた
い。

食品関連事業者の対象範囲の
拡大について、食料・農業・農村
政策審議会及び中央環境審議
会の下の専門委員会での審議
を経て、食品リサイクル法の基
本方針の改定等必要な措置を
講ずる。

食品関連事業者の対象範囲の拡大につい
て、令和４年９月以降、食料・農業・農村政策
審議会及び中央環境審議会の下の専門委員
会で審議中。

令和５年中基本方針の改定等＜令３＞
５【環境省】
（11）食品関連事業者（２条４項）の委託を受けて食品循環資源（同条
３項）の収集又は運搬を業として行う場合に一般廃棄物処理業の許可
を不要とする特例（21 条）については、市区町村の許可に係る事務負
担の軽減及び当該事業者に求められる目標設定等の負担も考慮し、
食品関連事業者の対象範囲の拡大について、関連する事業者等の
意見も踏まえて検討し、令和４年中に結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。
（関係府省：農林水産省）

＜令４＞
５【環境省】
（13）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平12法116）
食品関連事業者（２条４項）の委託を受けて食品循環資源（同条３項）
の収集又は運搬を業として行う場合に一般廃棄物処理業の許可を不
要とする特例（21条）については、市区町村の許可に係る事務負担を
軽減するため、食品関連事業者の対象範囲を拡大することについて、
令和４年度中に食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の
意見を聴いた上で、令和５年中に「食品循環資源の再生利用等の促
進に関する基本方針」（令元財務省・厚生労働省・農林水産省・経済
産業省・国土交通省・環境省告示１）の改定等を行う。
（関係府省：農林水産省）

食品関連事業者の対象範囲について検討していくが、本年中を目途
に事業者の食品廃棄の実態把握を行うこととしたい。

５【環境省】
（７）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
（平７法112）
（ⅰ）都道府県分別収集促進計画（９条１項）については、都道府県に
おける事務の実態等を把握した上で、その在り方について検討し、令
和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
また、当面の措置として、都道府県分別収集促進計画は廃棄物処理
計画と一体のものとして策定することが可能であることを明確化し、そ
の運用に当たっての留意事項を含め、都道府県に令和３年度中に通
知する。

１次回答のとおり、現行規定においても、廃棄物処理法に基づく「都道
府県廃棄物処理計画」の中に「都道府県分別収集促進計画」を一体と
して位置づけるなど、計画策定事務を簡略化していただくことは可能
である。法技術上の問題がなければ、法令上この旨を明確化すること
についても差し支えない。
「排出見込量等（法第９条第２項第１～３号）については、都道府県が
集計・取りまとめを行い国に報告する」というご提案については、法第
９条第５項及び第６項に基づき合算して得られる総量が法第11条にお
いて特定事業者に再商品化を義務付ける再商品化義務量の算定の
根拠となるという法律の構造上、法令の定めによらない実態上の集
計・取りまとめに替えることは困難である。
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